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 現在 、日 本は他 の 先進国 と比べ て「キ ャッシ ュレス 後進国 」であ るとい われ

る。政府もこの問題を認識しており、2025 年にキャッシュレス決済比率 40%、

その先の比率 80%達成を目標として掲げている。我々はこの目標を達成するた

め の 政 策 、 ま た 政 策 の 効 果 を 高 め る た め に 同 時 に 行 う べ き 制 度 改 革 を 提 案 す

る。本稿では日本でのキャッシュレスの現状と今後の普及 政 策、またキャッシ

ュレス推進に伴う高額紙幣廃止 のメリットについて述べる。  

 現在のキャッシュレス決済比率は 2018 年 4 月現在 18.4%(経済産業省調べ )

であり、 25 年の目標 40%とは約 22%のギャップがある。 これはアメリカやイ

ギリスが約 50%であることも踏まえるとかなり低い値であり、2023 年 10 月に

導 入 が 予 定 さ れ て い る 消 費 税 の イ ン ボ イ ス 制 度 導 入 の 足 か せ と な る こ と が 予

想される。  

こうした背景のもと、教育・観光・小売の 3 つの要素からなるキャッシュレ

ス普及策を本稿では提案する。第一に教育機関でのキャッシュレスを行 うこと

で、次世代へのキャッシュレスの浸透を図り、第二にキャッシュレスを組み込

み や す い 一 部 の 観 光 産 業 や 大 阪 万 博 で の 完 全 キ ャ ッ シ ュ レ ス エ リ ア の 実 施 で

若年層への一層の普及を図り、最後に小売業者へのキャッシュレス導入の義務

付けを行うという構造になっている。  

次に、キャッシュレス推進によって起こる問題として消費者保護問題とマネ

ーロンダリングを想定し、その対策のための 電子決済事業者 規制・監督案を述

べる。電子決済事業者版バーゼル規制ともいえる自己資本比率規制 の制定、電

子 決 済 事 業 者 版 預 金 保 険 機 構 と し て の 認 可 法 人 の 設 立 を 行 い 、 経 営 破 綻 の 防

止、破綻の際の預金者への保険金支払いを保証するほか、口座設立の共通ガイ

ドラインを作成し、ブラックマネーの流入を阻止する ことを目的としている。 

最 後 に キ ャ ッ シ ュ レ ス 推 進 と 並 行 し て 行 う べ き 政 策 と し て 高 額 紙 幣 の 廃 止

を提案する。本稿の 1 万円札と 5000 円札の段階的な廃止を目的とした幣制改

革はキャッシュレス比率の 80%達成やマネロン対策のほか、マイナス金利政策

の効果を押し上げる ことをも目的としている。本稿では 2016 年に 500 ユーロ

札を廃止した欧州のデータを用い、高額紙幣廃止政策と預金残高の関係性を ダ

ミー変数を用いた重回帰分析で推定している。今回、有意性が認められたため、

高額紙幣廃止がマイナス金利の「 深掘り」の政策効果を高めることが期待され

ると結論づけている 。  

上記の政策によって 、目標と するキャッシュレス社会の実現は困難ではない

と我々は確信する。キャッシュレス社会の実現により個人の利便性の向上のみ

ならず、税制改善やマネロン対策、さらには 金融政策の効果を押し上げること

で、将来の日本社会がより良いものになることを期待する。  
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1.はじめに  

 近年、現金以外の決済方法として、クレジットカードや非接触型 IC カード、

QR コード決済など様々なものを目にするようになった。日本のキャッシュレ

ス化は進展しているように思えるが、他の「キャッシュレス先進国」と比べる

とその比率は低い。キャッシュレス化の進展によって得られるメリットとして

は、実店舗等の人件費削減や不透明な現金資産の見える化・流通抑止による税

制の健全化、支払データの利活用による消費利便性向上や消費活性化などが挙

げられる。現金依存度が高い我が国において、この先どのようにキャッシュレ

スを推進していけば良いか、その具体的政策や制度改革を述べる。  

本稿の構成としては、第 2 章では現状分析を行い、日本でのキャッシュレス

普及の現状を紹介する。第 3 章では政府目標を達成するためのキャッシュレス

推進策について述べ、続く第 4 章ではキャッシュレスのリスクを低減するため

の電子決済事業者の規制と監督について説明する。第 5 章では高額紙幣廃止の

ための幣制改革について述べ、第 3 章及び第 4 章の政策効果との関連性のほか、

マイナス金利の「深掘り」政策との親和性についての重回帰分析の結果を示す。

第 6 章では第 5 章の分析結果について考察し、今後の課題を検討する。  

 

2.現状分析  

 経済産業省は 2018 年 4 月に策定した「キャッシュレス・ビジョン」の中で、

2025 年の大阪・関西万博に向けてキャッシュレス決済比率を 40％にするとい

う目標を掲げた。しかし、2015 年時点では 18.4％とその目標には程遠い。ま

た、世界各国と比べると、イギリスが 54.9％、アメリカが 45.0％など、日本よ

りはるかにキャッシュレス化が進展している。日本でこれほどキャッシュレス

が浸透しない理由として、社会情勢の面では盗難の心配が比較的少ないといっ

た治安の良さや、偽札の流通が少ないといった現金の信頼性の高さ、店頭での

現金取扱いの煩雑さがないこと、そして ATM の利便性が高く、現金の入手が

容易であることなどが挙げられる。また店舗等の事業者目線からは、支払い端

末の導入にスペースや回線などのコストがかかること、支払いサービス事業者

に支払う手数料といったキャッシュレス支払手段利用にかかるコストを負担に

感じること、支払い後資金化されるまでに時間を要することが挙げられる。消

費者目線からは、キャッシュレス支払い非対応店舗の存在がキャッシュレス支

払いへの移行にためらいを生じさせることと、キャッシュレス支払いに対する

様々な不安が理由として挙がっている。このような状況の中でキャッシュレス

を普及させていくためには、事業者と消費者双方が抱える問題を解決させなが

ら政策を作っていくことが不可欠である。  
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3.キャッシュレス普及策  

 政府のキャッシュレス決済比率目標を達成するための方策として本稿では 3

つのキャッシュレス推進策を提案する。  

 1 つ目は教育へのキャッシュレス導入である。我々の提案は「お金の教育」

の中で電子マネーやクレジットカードの教育も行うべきだとするものである。

前提として学校では現金を使うシチュエーションが購買や食堂、自販機のみと

限られている。まず、これらを校内用電子マネーのみの対応とする。決済端末

が少数で良いほか、利便性の向上や混雑解消にも寄与できるため、コスト面で

のハードルも低い施策だと考えられる。さらに、使用履歴を保護者だけでなく、

生徒自身にも配布し、教育に活用する。近年の調査では電子マネーやクレジッ

トカードに対して浪費のイメージが根強いことが明らかになっているため、こ

れを教育課程において解消するのである。  

 2 つ目は観光産業における完全キャッシュレスエリアの実施である。これは

特定のエリア内に対して、現金決済を原則禁止し、キャッシュレスのみの対応

とする試みである。今回、完全キャッシュレスエリアを実施しやすい観光産業

としてスキー場、中でも北海道のものを想定した。理由としては北海道内のス

キー場は本州のものと比べて日本人観光客・外国人観光客ともに多い点、また、

既に各種電子マネーやリフト券の IC カード化を行っている大規模なスキー場

も多く、コスト面でも有利な点が挙げられる。効果としては周辺地域へのキャ

ッシュレス導入の促進のほか、国内のキャッシュレス人口の増加も期待できる。

他にも大阪万博をはじめとした国際的なイベントも同様の効果が期待できるた

め実施エリアとして適切であると考えた。日本人の国内旅行消費額は 20.5 兆

円であるため、キャッシュレス決済比率目標の達成のためにも観光産業への導

入推進は効果の大きいものである。  

 3 つ目は小売業へのキャッシュレス決済導入の義務付けと補助金の拡充であ

る。しかし、キャッシュレス端末の導入コストや手数料などが小規模事業者に

は大きな負担になることが予想されるため、義務付けは消費者免税点制度の基

準売上高 1000 万円以上の事業者に対して行うのが望ましいと考える。また、

2023 年 10 月には消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）が導入予

定である。インボイス発行の義務化に伴い、事業者の経理業務が煩雑化するこ

とが予想されるが、キャッシュレス決済の導入によりこれを緩和することがで

きる。他にも現金管理コストの削減にもつながるため、キャッシュレスとイン

ボイス制度の親和性について強調した上で、現在行われている軽減税率対策補

助金をさらに拡充し、加えて義務付けも行うことでキャッシュレスの推進とス

ムーズなインボイス制への移行の両方を実現できると考える。  



 

4 

 

4.電子決済事業者の規制と監督  

 ここまでキャッシュレスのメリットとその普及策を述べたが、実際にはデメ

リットも存在する。暗号資産に代表される匿名性の高い決済手段がマネーロン

ダリングの温床になる点と暗号資産の取引所や決済手段を提供する企業の経営

破綻が個人の資産を脅かす点である。4 章ではこれらの問題の解決策として電

子決済事業者版のバーゼル規制と預金保険機構を提案する。  

 まず、バーゼル規制、国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する規制

に関する国際統一基準であるが、これに類似した電子決済事業者向けの規制を

国際的に行う。最近では暗号資産取引所のコインチェックの NEM 盗難事件や

セブン・ペイの不正アクセス問題があった。幸い、両者とも利用者への補償は

行われたが、小規模な業者であれば経営破綻もありえるため、こうした規制は

急務である。しかし、暗号資産取引所などリスク資産を多く保持する業界や小

売や通信サービスなどと兼業しているケースも多く、8%の自己資本比率をその

まま適用すべきかどうかについては議論の必要がある。  

 次に電子決済事業者版預金保険機構、電子決済保険法の制定とそれに基づく

電子決済保険機構の設立であるが、これを預金保険機構同様に政府、日本銀行、

電子決済事業者全体の出資によって行う。現在は電子決済事業者への預金に対

する保険制度がなく、有事の補償などは企業の裁量によって行われるケースが

多い。そのため、電子決済保険法によってこれを統一し、利用者のリスクを軽

減するほか、電子決済保険機構が平時の資金補強や電子決済事業者の監督を行

い、経営破綻や犯罪利用を未然に防ぐ。特に犯罪利用の防止としてはマネーロ

ンダリング対策とセキュリティ対策が主である。前者としては利便性を損なわ

ないレベルでのアカウント開設審査のガイドラインなど業界基準を作成し、ブ

ラックマネー流入を防止する。後者では不正アクセスの再発防止としてアプリ

ケーションの 2 段階認証や暗号資産のコールドウォレットの管理などを徹底さ

せる。  

 以上のように電子決済事業者の規制と監督はこれからの日本経済にとっての

課題となると考える。しかし、キャッシュレス市場は発展途上であり、参入障

壁となるような規制やイノベーションの阻害が起こらないように細心の注意を

払って適切なルール・メイキングを行う必要がある。  

 

5.幣制改革  

 最後に 4 章で述べた政策の効果を高めるため、またキャッシュレスの推進と

同時に実施すべき中央銀行の政策として高額紙幣の段階的廃止を提案する。紙

幣の切り替えは近年では 1984 年と 2004 年にあり、次の切り替えが 2024 年に
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予定されている。2024 年の新紙幣はすでに決定されているが、我々は 2024 年

での 1 万円札廃止、2044 年での 5000 円札廃止を提案する。  

 段階的廃止とした理由としては国民の現金依存が高く、パニックを引き起こ

す危険性があること、 1000 円札の大量発行はコストがかかることの 2 点であ

る。対策として、可能な限り早い時期に高額紙幣廃止のアナウンスメントを行

い、並行してキャッシュレスの推進や投資への誘導を関連省庁と連携して行う

ことで新紙幣の発行高を抑えることを想定している。既にデザインが公表され

ている 2024 年改定の 1 万円札をも廃止とした理由は後述する。  

高額紙幣廃止のメリットは①電子マネーの普及促進、②マネーロンダリング

の防止、③アンダーグラウンドマーケット縮小による税収増、④現金保有の管

理コストの肥大化、の 4 点である。①～③についてはこれまでに述べた政策の

効果とも合致する。特にマネロン対策や脱税対策としては効果が高く、世界で

は先例も多い。経済産業省がキャッシュレスを推進している今こそ、日本政府

全体として、犯罪対策のために現金決済の割合を減らす好機である。  

4 つ目の現金保有の機会費用が増加するメリットとしては、よく高額紙幣廃

止論の根拠となる「タンス預金問題」が解消し、経済成長を促す効果のほか、

金融政策に大きなメリットがあると考える。現在、日本経済が行っている量的・

質的金融緩和の追加緩和の具体策として短期政策金利の引き下げ、マイナス金

利の「深掘り」が挙がっている。しかし、民間銀行はマイナス金利の「深掘り」

に向けて口座維持手数料の導入を検討している。したがって、現状のまま実施

された場合、預金者が現金保有を選択し、預金残高が減少することが予想され

る。預金残高の減少は民間銀行のバランスシートを縮小させ、結果として投資

の縮小、すなわちマイナス金利政策の効果が低減すると考えられる。これの解

決策の一つとして高額紙幣廃止のアナウンスメントと実施を行うことで、預金

を促す政策を提案する。上記の 1 万円札廃止を 2024 年の目標とした理由はこ

の「深掘り」との親和性のためであり、2020~2023 年の間に廃止のアナウンス

メントを行うことが望ましいと考えるからである。  

高額紙幣廃止のアナウンスメントと預金残高の関係性を実証するため、本稿

ではダミー変数を用いた重回帰分析で分析を行った。今回の分析では先進国か

つ高額紙幣の廃止を行った通貨圏としてユーロ圏での 500 ユーロ札廃止をモデ

ルケースとして用いる。ドイツ国内銀行の預金残高、ドイツ銀行の株価、ユー

ロベースの 3 ヶ月間ロンドン銀行間取引金利 (LIBOR)、ドイツ 10 年国債利回

り、ユーロ・ストックス 50 指数 (STOXX50E)に加えて、500 ユーロ札廃止のア

ナウンスメントが行われた 2016 年 5 月 5 日以前は 0、以後 1 をとるダミー変

数を用いた。ドイツを採用した理由はキャッシュレス率が低く、現金信仰が強
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い国であるなど、日本との共通点が多いためである。また国内最大級の銀行で

あるドイツ銀行の経営状況悪化が顕在化しており、このことが預金残高に与え

る影響を考慮するためにドイツ銀行の株価データも使用した。以上の変数につ

いて預金残高を被説明変数、その他を説明変数として重回帰分析を行った。デ

ータと分析結果は表に示してある。  

推定の結果、上記のダミー変数は正で有意、つまり高額紙幣廃止の政策アナ

ウンスメントは預金残高に正の影響を与えるという結果になった。これは高額

紙幣廃止が預金を促すとする先程の主張と合致する。以上より、高額紙幣廃止

はマイナス金利の「深掘り」の政策効果を高めることが期待されるのである。  

 

6. 考察と今後の課題  

 ここまでキャッシュレスを推進し、現金依存を解消しつつ、高額紙幣を廃止

していく一連の政策を説明した。第 5 章の分析ではキャッシュレスの浸透によ

り実現可能性が高くなる高額紙幣廃止を主眼とした幣制改革と現在進行中のマ

イナス金利政策との関係性を求めた。この分析結果は高額紙幣廃止のアナウン

スメントが民間銀行の預金残高に影響を持つことが示されている。2016 年のド

イツと現在の日本では先進国である点や金融緩和期間中である点で共通してお

り、同様の市場の反応があると期待される。ゆえに近い将来にマイナス金利の

「深掘り」を行う場合、高額紙幣廃止アナウンスメントを行うことを政策の効

果を高める方策として検討すべきだと考える。キャッシュレスが浸透し、現金

依存が解消されていれば実現可能性はそう低くはないだろう。  

 しかし、第 3 章から第 5 章の政策実現のためには課題も多く残っている。ま

ず、第 3 章で述べた普及政策は関連省庁の協力が不可欠であり、調整に多くの

時間を要するものである。第 4 章の電子決済事業者版バーゼル規制に定める自

己資本比率の値の設定には様々な経済セクターとの議論が必要であり、これも

また利害調整等で困難が予想される。そして、第 5 章の幣制改革の実施におい

ては国民の混乱が予想され、アナウンスメントの時期や方法については十分に

考慮する必要がある。そして、キャッシュレス化にはインターネット通信が欠

かせないため、災害時や大規模な通信障害が発生した際のリスク管理を十分に

しておかなければならない。これに加え、サイバー攻撃などによりキャッシュ

レス決済利用者の個人情報が流出し、悪用されるリスクも存在する。消費者が

安心してキャッシュレス決済を行える環境を整えるためにも、そのような犯罪

を未然に防ぐ技術開発やセキュリティ対策は今後も大きな課題となるだろう。  
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表 1 

 

 

引用 “キャッシュレス・ロード  マップ 2019” 
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表 2 

 

 

引用 “キャッシュレス・ビジョン”  
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表 3 普及策概要 
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表 4 電子決済保険機構の仕組み 
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表 5  
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表 6 各変数の推移  
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DUMMY は月次終値データを採用しているため、 2016/4 までを 0、2016/5 以降を

1 とした。  
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表 7 重回帰分析の結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBOR、BUND、STOXX、DUMMY は有意水準 5%で帰無仮説が棄却される。  

 


